
○阿久比町使用料の減免に関する規則 

平成１９年３月３０日 

規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、阿久比町使用料条例（昭和４４年阿久比町条例第１２号。

以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、使用料の減免について定め

るものとする。 

（減免の対象） 

第２条 条例第５条の規定による使用料を減免することができる場合は、次に

掲げる場合とする。 

(1) 国、県、町又は町の機関が使用する場合 

(2) 町又は町の機関が主催又は共催する事業で使用する場合 

(3) 町内の保育園（認可外保育施設を除く。）、こども園、幼稚園、小学校

又は中学校が正規の教育課程等の目的で使用する場合 

(4) 大字又は自治会が行政活動を補完する目的で使用する場合 

(5) 町内の各種団体が行政活動等に協力する目的で使用する場合 

(6) 次に掲げる団体（町内在住者５人以上を含み組織している団体をいう。

ただし、ア及びイを除く。）が当該団体の活動本来の目的で使用する場合 

ア 町が認める行政活動を補完する団体 

イ 社会福祉協議会が所管する福祉関係団体 

ウ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の小学生又

は中学生で組織する団体 

エ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の６５歳以

上の者で組織する団体 

オ スポーツ協会又は文化協会に加盟している団体で前記ウ又はエに該当

しない団体 

カ サークル協議会に加盟している会員数１０人以上の団体で会員の過半

数が町内の６５歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体 

キ 総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブが所管する

スポーツ関係団体 



（減免の割合） 

第３条 次に掲げるときにおいては、使用者が納めるべき使用料のうち当該各

号に掲げる減免の割合を当該使用料に乗じた額を減免する。ただし、当該額

に１０円未満の端数があるときは、その端数は、１０円とする。 

(1) 前条第１号から第６号（オ、カ及びキを除く。）までの規定のいずれか

に該当するとき 全部 

(2) 前条第６号オ、カ又はキに該当するとき ２分の１（ただし、暖房設備、

冷房設備及び中央公民館多目的ホール設備の使用に係るものは除く。） 

（申請等） 

第４条 第２条第５号又は第６号に該当する場合において使用料の減免を受け

ようとするときは、使用料減免申請書（様式第１号）により申請するものと

する。 

２ 前項に規定する申請に係る使用料の減免をするときは、使用料減免通知書

（様式第２号）を当該申請に係る申請者に通知するものとする。 

３ 前項に規定する通知後に、当該通知に係る第１項に規定する申請に虚偽の

記載その他不正の行為が明らかになったときは、当該通知による減免を取り

消すものとする。 

４ 第１項に規定する申請を却下するとき又は前項に規定する減免を取り消す

ときは、（様式第３号）により該当者に通知するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１９年１０月１日（以下「適用日」

という。）以後の施設の使用に係る使用料から適用する。 

（経過措置） 

２ 適用日から平成２０年３月３１日までの期間におけるサークル協議会に加

盟している会員数１０人以上の団体で会員の全員が町内の６５歳以上の者又

は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用す

る場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第３条第１号中「前条

第１号から第６号（オ及びカを除く。）までの規定のいずれかに該当する」

とあるのは「サークル協議会に加盟している会員数１０人以上の団体で会員



の全員が町内の６５歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体が、当

該団体の活動本来の目的で使用する」と読み替えて適用するものとする。 

３ 適用日から平成２０年３月３１日までの期間におけるサークル協議会に加

盟している団体で前項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的で使

用する場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第３条第２号中「前

条第６号オ又はカに該当する」とあるのは「サークル協議会に加盟している

団体で附則第２項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的で使用す

る」と読み替えて適用するものとする。 

附 則（平成１９年５月３１日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１９年１０月１日以後の施設の使用

に係る使用料から適用する。 

附 則（平成２０年３月２４日規則第１号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１月１１日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日以後の施設の使用に

係る使用料から適用する。 

附 則（平成２９年３月２８日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年９月１７日規則第２３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２１日規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日以後の施設の使用に係

る使用料から適用する。 

附 則（令和６年７月１７日規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年１２月２４日規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の阿久比町使用料の減免に関する規則及び阿久比町



都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係

る使用料から適用する。 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

 


